
森町新型コロナウイルス感染拡大防止休業要請事業実施要項

１．趣旨

新型コロナウイルスによる感染が拡大する中、森町は、静岡県が実施する事業者へ

の施設使用停止要請（以下「休業要請」という。）の対象外となる施設に対して休業

要請を実施する。

この要請に応じて、休業の対象となる施設（以下「対象施設」という。）を運営す

る者で、休業に協力する中小企業者（個人事業主を含む）に対して、「森町休業要請

協力金」（以下「協力金」という。）を支給する。

２．要請期間

令和２年４月25日（土）から令和２年５月６日（水）まで

３．対象施設

４．対象事業者

町内にある食事提供施設を運営する中小企業者（個人事業者を含む）

５．協力金の支給額

１事業者あたり20万円

６．協力金の申請要件

本協力金の申請要件は、次の全ての要件を満たす者（以下「申請事業者」という。）

とする。

⑴ 町内に対象施設を有し、かつ中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条

に規定する中小企業及び個人事業主

⑵ 令和２年４月26日以前から、対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運

営していること。

⑶ 休業要請の全ての期間（令和２年４月25日から令和２年５月６日まで）の内、

少なくとも令和２年４月29日から令和２年５月６日までの全ての期間において、

森町の要請に応じて休業すること。

⑷ 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が静岡県

暴力団排除条例第２条第1項に規定する暴力団、同条第２号に規定する暴力団員

又は同条第３号に規定する暴力団員等に該当せず、かつ、将来にわたって該当し

食事提供施設
食堂、レストラン、専門料理店、そば・うどん店、すし店、酒場

（居酒屋など）、ビアホール、喫茶店、その他の飲食店



ないこと。また、前述の暴力団員及び暴力団員等が、申請事業者の経営に事実上

参画していないこと

７．申請手続き等

①申請書類

協力金の申請に際し、提出する書類は、次のとおりとする。

⑴森町新型コロナウイルス感染拡大防止休業要請協力金申請書（別紙１）

⑵誓約書（別紙２）

⑶営業実態が確認できる書類（以下の書類の全て）

●令和２年４月26日時点で営業活動を行っていることがわかるための書類として、

法人、個人ともに直近の確定申告書の写し（税務署の受付印又は電子申告の受

信通知があるもの）

※上記の書類のみでは、令和２年4月26日時点で営業活動を行っていたことがわか

らない場合は、直近の月末締め帳簿や個人事業の開業・廃業等届出書（県内税

務署の受付印があるもの）の写し等を添付すること

●対象施設の営業に必要な許可等を取得していることがわかる書類として飲食店

営業許可証の写し

※飲食店営業許可（露店）については、今回の休業要請の対象ではない。

●本人確認書類の写し

（法人）法人代表者の運転免許証、パスポート、保険証等の書類の写しのうち、

いずれか１つ

（個人事業主）運転免許証、パスポート、保険証等の書類の写しのうち、いずれ

か１つ

⑷休業の状況がわかる書類（写しで可）

●休業を告知するホームページの写しや店頭ポスターやチラシを掲出した店舗写

真等

※休業する事業等の名称や休業期間等がわかるように工夫すること。

※対象の施設部分が休業を確実に実施していることがわかるようにすること。

⑸振込先口座と口座名義がわかる通帳等の写し

※法人の場合、原則として、当該法人の口座に限る。

※個人事業主の場合、振込口座は、本人の口座に限る。

②申請に必要な書類等の入手方法

森町ホームページより入手可能（ダウンロード）



（URL）

https://www.town.morimachi.shizuoka.jp/gyosei/kenko_fukushi/kenkoukanri

_kansennshou/coronavirus/3192.html

令和２年５月11日（月）以降、森町役場産業課商工観光係への連絡により郵送にて

入手可能

③申請受付期間

令和２年５月11日（月）から令和２年６月30日（火）まで

④申請受付方法

申請受付は原則、郵送とする。（６月30日（火）の消印有効）

郵送先は、次のとおり

〒437-0293

静岡県周智郡森町森２１０１番地の１

森町役場産業課商工観光係

※切手を添付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ず記入すること。

８ 支給の決定

申請書類を受理した後、その内容を審査の上、適正と認められるときは、速やかに

支給を決定し、協力金を支給する。（５月下旬予定）

９ その他

⑴ 本協力金支給の決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、

森町は、本協力金の支給決定を取り消すことができる。この場合、申請事業者に

対し、協力金の返還を求めることができる。

⑵ 本協力金事業の円滑、確実な実行を図るため、森町は、必要に応じて、対象施

設の休業等に係る実施状況及び対象施設の運営等の再開の状況に関する検査の

実施や、報告又は是正のための措置を求めることがある。

⑶ 本協力金の支給について、申請事業者に対し、追加書類の提出を求めることや

確認のための連絡をする場合がある。

10 本事業の問合せ先

〒437-0293

静岡県森町役場産業課商工観光係

電話：0538-85-6319

F A X：0538-85-5259

E-mail：sangyo@town.shizuoka-mori.lg.jp



（別紙１）

令和２年 月 日

森町新型コロナウイルス感染拡大防止休業要請協力金申請書

森町長 太 田 康 雄 様

〒

所在地

申請者 法人名・屋号等

（法人番号）

代表者職氏名

森町からの休業の要請に基づき、以下のとおり、休業要請に協力したため、森町新型コロナウ

イルス感染拡大防止休業要請協力金を申請します。なお、下記に記載した事項については、事実

と相違ありません。

記

１．対象施設の情報（食事提供施設に限る）

※営業内容には、食堂、レストラン、居酒屋、喫茶店等の営業内容を記載してください。

２．休業の期間

３．添付書類 （□ 全てにチェックを入れてください。）

４．振込先情報

５．本申請の担当者等

(フリガナ)
休業する施設が

町内に２箇所以

上ある場合は、

チェック

店 舗 名

住 所 森 町

電話番号
（ ）

－
営業内容 □

□ 令和２年４月 日（ ）から令和２年５月６日（水）まで、全ての期間、休業しました。

□ 誓約書（別紙２）

□ 営業実態が確認できる書類（直近の確定申告書、月締め帳簿の写し等）

□
営業に必要な許認可等を取得していることが確認できる書類

（飲食店営業許可証の写し※露店営業は、対象外）

□ 本人確認書類（申請者の運転免許証、パスポート、保険証等の写しのうちいずれか１つ）

□

休業の状況及び休業期間がわかる書類（写しで可）

（例）休業を告知するホームページや休業期間がわかる店頭ポスターやチラシを掲出した

店舗写真等

□ 振込先口座と口座名義がわかる通帳等の写し

金融機関名
銀行・信用金庫

信用組合・農協
本・支店名

本店

支店

口 座 種 別 普通 ・当座 ・別段 口座番号

口 座 名 義
（カナ）

（漢字）

担当者名 連絡先 － －



（別紙２）

誓 約 書

私は、「森町新型コロナウイルス感染拡大防止休業要請協力金」の支給を申請する

にあたり、下記の内容について、誓約します。

記

・森町が実施するこの協力金について、今回の１件のみ申請しており、複数の申請は

していません。

・私の申請内容について、虚偽が判明した場合には、協力金の返還等に応じます。

・森町から検査・報告等の求めがあった場合は、これに応じます。

・協力金を受領した際には、施設名（屋号）の公表を承諾します。

・協力金の支払いについては、口座振替により受領することを希望します。

・営業に必要な許可等を有しており、それを証明するものを添付しています。

・申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が静岡県暴

力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団、同条第２号に規定する暴力団員又は

同条第３号に規定する暴力団員等に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しませ

ん。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が経営に事実上参画していま

せん。

以 上

令和 年 月 日

森町長 太 田 康 雄 様

所 在 地

名 称

代表者氏名

※ 所在地、名称、代表者氏名は、以下のいずれかにより記入してください。

① 法人の代表者又は個人事業主がすべて自署

② ゴム印等で記名し、代表者印を押印



森町新型コロナウイルス感染拡大防止休業要請協力金

申 請 書 類 に つ い て

※以下の書類を提出してください。

【提出先】

〒437-0293 静岡県周智郡森町森 2101-1 森町役場 産業課 商工観光係 宛
（電話：0538-85-6319）

１ 森町新型コロナウイルス感染拡大防止協力金申請書（別紙１）

・手書きの場合は、全てペン又はボールペン（黒・青色）で記載してください。

２ 誓約書（別紙２）

・誓約書の最下部にある所在地、名称及び代表者氏名等の欄は、必ず自署でお願いしま

す。

３ 営業活動を行っていることがわかる書類

次の(1)、(2)及び(3)の書類が必要となります。

(1) 営業活動を行っていることがわかる書類（写しで可）

法人、個人ともに直近の確定申告書〔控え〕（税務署の受付印又は電子申告の受

信通知のあるもの）を提出してください。
※なお、税務署の受付印がない場合、これから税務署へ行っても受付印は受領できませんので、

税務署に問合せを行うことは避けてください。

・税務署の受付印がない確定申告書〔控え〕しかない場合は、その確定申告書〔控

え〕と、併せて直近の月末締め帳簿等営業実態がわかるものを提出してください。

・直近の確定申告書が１年以上前のものとなってしまう場合は、その確定申告書〔控

え〕と、併せて直近の月末締め帳簿等営業実態がわかるものを提出してください。

・設立後決算期や申告時期を迎えていない場合は、個人事業の開業・廃業等届出書

（写し）及び直近の月末締め帳簿を提出してください。

(2) 申請者本人確認書類（写し）

申請者本人確認のために、次の書類等のいずれかを提出してください。

・運転免許証、パスポート、保険証等の書類（写し）

(3) 対象施設の営業に必要な許可等を取得していることがわかる書類として飲食店

営業許可証の写し
※飲食店営業許可（露店･惣菜）については、今回の休業要請の対象ではありません。

４ 休業の状況及び休業期間がわかる書類（写しで可）

（例）休業を告知するホームページや休業期間がわかる店頭ポスターやチラシ等を掲

出した店舗写真等

・休業する施設等の名称や休業の状況（休業期間等）がわかるよう工夫してくださ

い。

５ 振込先口座がわかる通帳等の写し

・振込口座は申請者ご本人の口座に限ります。（法人の場合は当該法人の口座）


